
 

国立大学法人大分大学におけるクライシスマネジメント機構の設置に伴う関係規程の整備

に関する規程 
令和４年３月２２日制定 
令和４年規程第３８号 

  
（国立大学法人大分大学教育研究評議会の評議員選考に関する規程の一部改正） 

第１条 国立大学法人大分大学教育研究評議会の評議員選考に関する規程（令和２年規程第７号）

について，次の各号に掲げるとおり改正する。 
（１） 第１条の規定中「同条第１項第１１号の評議員」を「同条第１項第１２号の評議員」

とする。 

（２） 第２条各号列記以外の部分中「規則第２条第１項第１１号」を「規則第２条第１項第

１２号」とする。 

 
（国立大学法人大分大学部局を定める規程の一部改正） 

第２条 国立大学法人大分大学部局を定める規程（平成１６年規程第１４号）について，次の各

号に掲げるとおり改正する。 
（１） 第２条第２項第１号の規定中「各学部，各大学院研究科，グローカル感染症研究セン

ター，教育マネジメント機構，研究マネジメント機構，学術情報拠点，各学内共同教育

研究施設，保健管理センター，ＩＲセンター，事務局」を「各学部，各大学院研究科，

グローカル感染症研究センター，教育マネジメント機構，研究マネジメント機構，クラ

イシスマネジメント機構，学術情報拠点，各学内共同教育研究施設，保健管理センター，

ＩＲセンター，事務局」とする。 
（２） 第２条第２項第２号の規定中「各学部，各大学院研究科，グローカル感染症研究セン

ター，教育マネジメント機構，研究マネジメント機構，学術情報拠点，各学内共同教育

研究施設，保健管理センター，ＩＲセンター，医学部附属病院，教育学部各附属学校，

事務局」を「各学部，各大学院研究科，グローカル感染症研究センター，教育マネジメ

ント機構，研究マネジメント機構，クライシスマネジメント機構，学術情報拠点，各学

内共同教育研究施設，保健管理センター，ＩＲセンター，医学部附属病院，教育学部各

附属学校，事務局」とする。 
（３） 第２条第３項第１号の規定中「各学部，グローカル感染症研究センター，教育マネジ

メント機構，研究マネジメント機構，学術情報拠点，各学内共同教育研究施設，保健管

理センター，ＩＲセンター，事務局」を「各学部，グローカル感染症研究センター，教

育マネジメント機構，研究マネジメント機構，クライシスマネジメント機構，学術情報

拠点，各学内共同教育研究施設，保健管理センター，ＩＲセンター，事務局」とする。 
（４） 第２条第３項第２号の規定中「各学部，グローカル感染症研究センター，教育マネジ

メント機構，研究マネジメント機構，学術情報拠点，各学内共同教育研究施設，保健管

理センター，ＩＲセンター，教育学部各附属学校，医学部附属病院，事務局」を「各学

部，グローカル感染症研究センター，教育マネジメント機構，研究マネジメント機構，

クライシスマネジメント機構，学術情報拠点，各学内共同教育研究施設，保健管理セン

ター，ＩＲセンター，教育学部各附属学校，医学部附属病院，事務局」とする。 
（５） 第２条第３項第３号の規定中「各学部，各附属学校，グローカル感染症研究センター，

教育マネジメント機構，研究マネジメント機構，学術情報拠点，事務局」を「各学部，

各附属学校，グローカル感染症研究センター，教育マネジメント機構，研究マネジメン

ト機構，クライシスマネジメント機構，学術情報拠点，事務局」とする。 
 

（国立大学法人大分大学公印規程の一部改正） 

第３条 国立大学法人大分大学公印規程（平成１６年規程第９号）について，次の各号に掲げる

とおり改正する。 

（１） 別表の部局等印の部中「大分大学研究マネジメント機構の印」の項の次に次のように

加える。 



 

大分大学クライシスマネジメント機構の印 28 産学連携課長 部局長  

 

（２） 別表の職印の部中「大分大学研究マネジメント機構長の印」の項の次に次のように加

える。 
大分大学クライシスマネジメント機構長の印 30 産学連携課長 部局長  

 
 
（国立大学法人大分大学内部規則等の制定改廃等に関する規程の一部改正） 

第４条 国立大学法人大分大学内部規則等の制定改廃等に関する規程（平成２０年規程第８４号）

について，次の各号に掲げるとおり改正する。 
（１） 第９条第２号の規定中「教授会，研究科委員会，グローカル感染症研究センター運営

委員会，教育マネジメント機構運営会議，研究マネジメント機構運営会議，学術情報拠

点運営会議，学内共同教育研究施設等管理委員会」を「教授会，研究科委員会，グロー

カル感染症研究センター運営委員会，教育マネジメント機構運営会議，研究マネジメン

ト機構運営会議，クライシスマネジメント機構運営会議，学術情報拠点運営会議，学内

共同教育研究施設等管理委員会」とする。 
（２） 第１０条第２項の規定中「教授会，研究科委員会，グローカル感染症研究センター運

営委員会，教育マネジメント機構運営会議，研究マネジメント機構運営会議，学術情報

拠点運営会議，学内共同教育研究施設等管理委員会」を「教授会，研究科委員会，グロ

ーカル感染症研究センター運営委員会，教育マネジメント機構運営会議，研究マネジメ

ント機構運営会議，クライシスマネジメント機構運営会議，学術情報拠点運営会議，学

内共同教育研究施設等管理委員会」とする。 

 

（国立大学法人大分大学予算管理規程の一部改正） 
第５条 国立大学法人大分大学予算管理規程（平成１６年規程第５３号）について，次の各号に

掲げるとおり改正する。 

（１） 別表第２中「研究マネジメント機構」の項の次に次のように加える。 

クライシスマネジメント機構 機構長  

 

（２） 別表第３中「研究マネジメント機構」の項の次に次のように加える。 

クライシスマネジメント機構 機構長 研究推進部産学連携課長  

 

（国立大学法人大分大学予算委員会規程の一部改正） 
第６条 国立大学法人大分大学予算委員会規程（平成１７年規程第８４号）第４条第１項第１５

号を第１６号とし，第６号から第１４号を１号ずつ繰り下げ，第５号の次に次の１号を加える。 
（６） クライシスマネジメント機構長 

 

   附 則 
 この規程は，令和４年４月１日から施行する。 


